
和泉市唐国町四丁目地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 

の制定について（概要） 

 

都市デザイン部建築・開発指導室   
 

 

１ 主な制定の理由 

南部大阪都市計画唐国町四丁目地区地区計画の区域内において、建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第６８条の２第１項の規定に基づき建築物に関する制限

を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境の形成を図るため、条例

を制定する。 

 

 

２ 主な制定の内容 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３６条の２の５に掲げる基

準に従い、地区計画の内容として定められた制限内容のうち、次の事項を条例で定

める。 

（１）用途に関する制限 

地区整備計画で制限する「建築物の用途」を制限する。 

（２）外壁の後退距離に関する制限 

地区整備計画で制限する「外壁の敷地境界線等からの後退距離」を制限する。 

（３）建築物の高さに関する制限 

地区整備計画で制限する「建築物の高さ」を制限する。 

 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 

 

４ スケジュール（予定） 

令和７年７月 ：都市計画審議会において地区計画の決定等の議決 

令和７年８月 ：条例案について、検察庁協議前に例規等審査委員会 

令和７年９月 ：条例案について、検察庁協議 

令和７年９月 ：地区計画の決定告示 

令和７年１２月：建築条例案提出 
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位置図 
（②唐国町四丁目地区） 
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議案第    号 

 

   和泉市唐国町四丁目地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例制定について 

 

 和泉市唐国町四丁目地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例を次のように制定する。 

 

  令和   年   月  日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６８条の２第１項の規定に基づき、南部大阪都市計画唐国町四丁目地区地区計画の区域内に

おける建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能及び健全な都市環境の形成を図る必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 



和泉市条例第   号 

 

   和泉市唐国町四丁目地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（案） 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６８条の２第１項の規定に基づき、南部大阪都市

計画唐国町四丁目地区地区計画（以下「唐国町四丁目地区地区計画」という。）の区域内における建築物に関する制限を定めることによ

り、適正な都市機能及び健全な都市環境の形成を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において用語の定義は、法、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）及び唐国町四丁目地区地区計画の定めると

ころによる。 

 （適用区域） 

第３条 この条例は、唐国町四丁目地区地区計画の区域内のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。 

 （用途に関する制限） 

第４条 別表（い）欄に掲げる建築物は、建築してはならない。 

 （外壁の後退距離に関する制限） 

第５条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から地区境界線、道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表（ろ）欄に掲げる数値以上

でなければならない。 

 （建築物の高さに関する制限） 

第６条 建築物の高さは、別表（は）欄に掲げる数値を超えてはならない。 

 （建築物に関する制限の特例） 

http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#l000000000
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#l000000000
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#l000000000
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000121
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000121


第７条 この条例の規定は、市長が唐国町四丁目地区地区計画の方針に沿うと認め、又は公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得

ないと認めて許可した場合においては、適用しない。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 （罰則） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の罰金に処する。 

（１）第４条から第６条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計者に従わ

ないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者） 

（２）第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

２ 前項第１号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計

者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第１項の違反行為をした場合に

おいては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従

業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人につ

いては、この限りでない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第４条―第６条関係） 

（い）用途に関する制限 （ろ）外壁の後退距離に関する制限 （は）建築物の高さに関する制限 

 次に掲げる建築物は建築してはならない。  建築物の外壁又はこれに代わる柱の面か  ３０メートルを超えてはならない。 

http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#l000000000
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#l000000000
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000089
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000033
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000061
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000033
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000086
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000086
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000086
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/k221RG00000823.html#e000000086


（１）住宅 

（２）住宅で事務所、店舗その他これらに類する

用途を兼ねるもの 

（３）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（４）畜舎（ペットショップ又は動物病院に附属

するものを除く。） 

（５）法別表第２（へ）項第６号に掲げるもの 

（６）法別表第２（り）項第２号に掲げるもの 

（７）法別表第２（ぬ）項第３号に規定する工場

（流通業務施設における金属板、金属線又は

紙の切断、木材の引割りその他これらに類す

る物資の流通の過程における簡易な加工の事

業に供するものを除く。） 

（８）法別表第２（ぬ）項第４号に掲げるもの 

（９）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関

する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項及び第６項から第１０項までに掲げ

るもの 

ら、次の各号の境界線までの距離は、当該

各号に定めるとおりとする。 

（１）計画図に表示する壁面の位置を３メ

ートル以上に制限する境界線 ３メー

トル以上 

（２）計画図に表示する壁面の位置を６メ

ートル以上に制限する境界線 ６メー

トル以上 

ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、

物見塔、屋窓その他これらに類する建

築物の屋上部分の水平投影面積の合計

が当該建築物の建築面積の８分の１以

内のものは、その部分の高さのうち５

メートルまでは、当該建築物の高さに

算入しない。 

 


